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新型コロナ感染症が拡大し，外出自粛要請や緊急事態宣言により人の動きが制限されたことが，多大な

経済的影響をもたらした．今後，再び拡大することが懸念されており，人の動きの制限がどのようなメカ

ニズムにより波及的な影響をもたらし，最終的な GDP 等の減少につながったのかを明らかにすることが

重要である．このような経済への影響を捉え，GDP 減少額や便益を計測できる手法として，空間的応用一

般均衡(SCGE)モデルを用いる．まず，新型コロナ感染症対策のための外出自粛の影響をシミュレーション

し，経済損失の評価を行った．その上で，経済と感染抑制との最適バランスを達成するための移動に対す

る課徴金政策の有効性について検討した． 
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1.  はじめに 

 

2020年，新型コロナウイルス感染症が猛威を振るって

いる．2020年9月23日現在，感染者数は累計80,116人，

死者数 1,525 人の大きな感染被害をもたらしている．新

型コロナウイルス感染者は，わが国では 3月上旬から増

加しはじめ 3 月末には 2,000 人を超える感染者数となっ

た 1)．そのため，感染拡大を防ぐため4月7日から5月6

日まで緊急事態宣言が出された．しかし，感染が終息し

なかったため，緊急事態宣言は延長され，一部地域では

早期に解除されたものの，最終的に全国すべての地域で

解除されたのは 5月 25日であった． 

緊急事態宣言中は，不要不急の外出の自粛が求められ，

人の動きが大幅に制限された．外出自粛が求められたこ

とで，外食や旅行などが減少し，宿泊業・飲食サービス

業や生活関連サービス業，観光関連産業などの第 3次産

業活動が特に大きな影響を受けている．7月22日からは，

国による官民一体型の消費喚起キャンペーンとして

「GoTo トラベルキャンペーン」が行われている．これ

は，新型コロナ感染症で客足が減少した観光地での消費

を促すことで，経済の好循環を創出することを目的とし

たものである．しかし，人の動きが活発化すると再び感

染が拡大するのではないかと懸念されている． 

このように，新型コロナウイルス感染症対策を行いつ

つも，経済活動を元通りにしていくことが重要となって

いる．しかし，感染と経済のバランスをとることは容易

ではなく，そのための方策を検討することが重要である

と考えられる． 

経済と被害とのバランスという観点では，Pigou2)が提

示したピグー税が有効とされる．ピグー税は，環境問題

を対象に提示されたものであり，環境被害と経済との最

適バランスを達成し得る有効な手段である．本研究では，

まず空間的応用一般均衡（SCGE：Spatial Computable Gen-

eral Equilibrium）モデルを用いて，4月 7日から 5月 25日

までの緊急事態宣言による外出自粛の経済損失を推計す

る．その上で，経済活動と感染抑制との最適バランスを

達成するための移動に対する賦課金水準を，このピグー

税の考え方に基づき明らかにすることを目的とする． 

 

 

2.  移動に対する課徴金政策の有効性 

 

 本章では，移動に対する課徴金政策の導入を検討する

にあたり，環境問題を対象に提案されたピグー税がどの

ようなものであるのかを説明する． 
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(1) ピグー税 

 ピグー税は，Pigou 3)が提示した外部不経済を内部化す

るための手段である．市場にまかせておくと，生産時に

環境悪化を招く財・サービスがもたらす環境被害費用

（社会的費用）が市場では評価されないため，過大な生

産や消費がなされることになる．経済活動に必要な費用

（私的限界費用）に外部不経済の費用を付加し，市場価

格を引き上げることで生産量が抑制できる．そのとき，

消費者余剰と生産者余剰の和からなる社会的余剰に環境

被害額を加えた総余剰が最大化されるという意味で，経

済と環境被害との最適なバランスを達成できる手段とさ

れるのである． 

ピグー税は環境税として導入されており，平成 13 年

に導入された自動車税のグリーン化や，地方自治体にお

ける産業廃棄物税が実例として挙げられる．産業廃棄物

税を導入している三重県や鳥取県では，1 トンの産業廃

棄物に 1,000 円を課税することで，産業廃棄物の発生抑

制と，廃棄物の再生やその他適正な処理に関する施策に

要する費用に充てられている． 

ピグー税は，環境負荷を低減させるために環境に悪影

響を与える財・サービスなどに対して課税するという手

法である．今回の新型コロナウイルス感染症は，もし感

染した人が，感染していることを知らずに移動した場合，

その移動によって他者に感染を広げて被害をもたらす問

題と捉えられる．これは，必ずしも環境被害ではないも

のの，人が移動して被害をもたらす構造は環境問題と同

様と考えられる．すなわち，新型コロナウイルス感染症

は，人々の移動がもたらす外部不経済の問題と考えるこ

とができる．そこで，本稿ではピグー税の考え方を適用

し，人々の移動と感染拡大防止の最適バランスを達成す

るための移動に対する課徴金水準がどの程度になるのか，

そのときの移動量あるいは課徴金収入額はどの程度にな

るのかを明らかにする． 

 

(2) ピグー税の新型コロナ感染症対策への適用 

環境税としてのピグー税を検討する際，外部不経済が

もたらした限界費用を正確に把握する必要がある．なぜ

なら，その限界費用分をピグー税として課税することで，

経済と環境の最適バランスが達成されるからである． 

しかし，新型コロナ感染症がもたらす被害額は明らか

になっていない．そこで，本稿では新型コロナ感染症が

もたらした被害額を，新型コロナ感染者にかかる医療費

によって推計することにした．また，本稿では人々が公

共交通機関による移動によってのみ感染が拡大するもの

と想定する．これは，本研究が移動による課徴金水準の

導出を目的としたことによるものであり，感染経路の詳

細が今後わかれば，それぞれに対する課徴金水準を導出

していく予定である． 

 

表-1 使用した鉄道利用者および感染者データ 

 

 

課徴金水準の導出は，東京都の感染者数と東京都の鉄

道利用客数から算出する．東京都に限定したのは，デー

タの取得が容易だったためである．2020 年 9 月 12 日ま

での東京都の感染者数 4)とJR東日本が公表している2019

年の東京都の鉄道利用者数のデータ 5)を表-1 に示す．感

染者数を 3月から 9月までの日数で除すと一日あたり平

均 180人の感染者数となる．また，鉄道利用者数も日数

で除すと一日あたり東京都の平均鉄道利用者数は 1,600

万人となる． 

新型コロナウイルス感染者の医療費が，一人 500,000

万円と想定する．この額は概算であり，より正確な試算

のためには新型コロナウイルスの治療に要した費用が推

計され，公表される必要がある．また，死亡者に対する

費用もここでは考慮できていない．この点も今後の大き

な課題である． 

続いて，一日あたりの東京都における新型コロナウイ

ルスに関連した総治療費を，東京都の鉄道利用者ののべ

移動距離で除すことにより，移動に伴う新型コロナウイ

ルスの外部不経済的費用を算出した．なお，ここでは新

型コロナ感染症が流行してからの鉄道利用者数は 2019

年と比較して 3割減少しているものとした．その結果，

移動に伴う課徴金水準は 1kmあたり 0.53円となった． 

この課徴金を，鉄道を利用して移動した人に課すもの

とする．同じ移動でも，自動車や自転車，徒歩等の鉄道

以外の交通手段には課されないものとする．これは，鉄

道以外の交通手段での移動により，どの程度の感染拡大

につながるのかが定かではなかったためである． 

 

 

3.  SCGEモデルの概要 

 

(1) SCGEモデルの既往研究 

 本研究では，前章で説明した課徴金の水準を導出する

だけでなく，その経済的影響を把握するため SCGEモデ

ルを用いた評価を行う．SCGE モデルは応用一般均衡

（CGE）モデルを空間的（Spatial）に拡張したものであ

り，地域間の交通整備評価に適用されてきた 6)．外出自

粛が人々の移動を制限するという点では，災害による交

首都圏鉄道利用客数(万人/日) 1600

移動距離(㎞/人) 10.5

東京都の感染者数(人/日) 180
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通寸断による物流等への影響評価を SCGEモデルを用い

て行っている研究もある 7)．また，本研究での想定と 

同様の枠組みにて，AIMと呼ばれる SCGEモデルにより

環境税を導入した際の影響評価を行っている研究もある

（増井ら 8)）．本研究は，増井ら 8)の環境税を移動に対

する課徴金に置き換えたものともいえる．しかし，課徴

金収入が新型コロナウイルス感染症に係る医療費と一致

するように課徴金の水準を決めている点で，ピグー税の

考え方をそのまま新型コロナウイルス対策に適用してい

ることが増井らの研究との違いである． 

 

(2) SCGEモデル適用の概要 

 SCGE モデルは，財，サービスあるいは生産要素が市

場を介してやり取りされる様子を忠実にモデル化したも

のである．地域外とのやり取りも表現されていることか

ら，交通整備や政策が他地域にもたらされる影響まで評

価できる点に特徴がある．本研究では，武藤ら 6)の構築

した SCGEモデルを適用する．そこでは，貨物交通だけ

でなく旅客交通も明示的に考慮されている．また，交通

機関も鉄道，道路（バス，タクシー等），自家輸送，航

空，水運が考慮されている．これより，前章で説明した

移動に対する課徴金を鉄道に対して導入することが可能

であり，その影響評価が行える． 

ここでも前章と同様に，鉄道を利用する人の感染拡大

リスクに着目する．そこで，鉄道利用に対し課徴金を導

入し，その課徴金収入は新型コロナウイルス感染者の治

 

図-1 企業の生産行動モデルツリー 

 

 

図-2 家計の消費行動モデルツリー 
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療費に充てられるものとする．前章では，単純に治療費

を鉄道利用者ののべ移動距離で除すことにより課徴金水

準を導出した．それに対し，SCGE モデルによる導出の

場合，まず課徴金水準を設定し SCGEモデルによる均衡

計算を実行する．その結果，課徴金収入額が治療費と一

致するかを確認する．一致していなければ再度課徴金水

準を設定し直し，SCGE モデルによる均衡計算を実行す

る．以上の作業を繰り返し，均衡状態において課徴金収

入額と新型コロナウイルス感染者の治療費が一致するよ

うな課徴金水準を導出する．この点で，前章で導出した

ものより，正確な課徴金水準が導出できると考えられる． 

さらに，SCGE モデルを適用することによって，課徴

金を導入した場合の不便益や課徴金収入額変化を求める

ことが可能となる．これにより，課徴金導入の経済的影

響についても明らかにできる． 

 

(3) SCGEモデルへの課徴金の導入 

 本研究では，まず鉄道旅客部門に課徴金を導入するこ

とを検討する．他の交通機関への導入も，当然検討すべ

きである．それらは，鉄道旅客部門への導入に関して，

SCGE モデルの挙動を確認した後に実施する方向で検討

したい． 

 本 SCGEモデルにおける鉄道旅客運輸企業は，他の一

般的な企業と同様に，中間財と生産要素（労働，資本）

を投入して鉄道旅客運輸サービスを生産する．図-1には

一般的な企業の生産行動モデルツリーを示した．また，

課徴金導入の影響を受ける家計に関しても消費行動モデ

ルツリーを図-2に示している．鉄道運輸企業の行動モデ

ルが他の企業と異なる点は，OD 別に鉄道旅客運輸サー

ビスを供給する点である．これにより，課徴金を OD別

に導入することが可能となる．すなわち，山梨から東京

へ向かうトリップと長野へ向かうトリップでは，感染リ

スクも異なると思われ，ここではそれらに対して別々に

課徴金を設定できるということである．ただし，本稿で

後に示す数値計算においては，概算を示すという意味で

全国一律の課徴金を導入すると想定した計算を行ってい

る． 

 鉄道旅客運輸企業が鉄道旅客運輸サービスを生産する

にあたっては，まず合成中間財と合成生産要素の投入量

を決定するものとされる(図-1)．そして，その際，生産

要素費用に対して間接税が賦課されるものとする．具体

的な間接税は消費税が代表的であり，鉄道旅客サービス

以外の財であれば酒税，たばこ税なども間接税である． 

 本研究において，鉄道での移動に対する課徴金を導入

するにあたっては，この鉄道旅客運輸企業の間接税に対

し新たな課徴金を導入するものとした．SCGE モデルに

おける計算上は，基準年において設定される間接税率を

課徴金の分だけ上昇させるものとした．そのため，見た

目は間接税率が上がっただけに見える．しかし，通常の

間接税と異なるのは，課徴金収入は新型コロナウイルス

感染者の治療費に充てられるとする点である．したがっ

て，人々の移動によって感染者が生じてしまったとして

もその治療費はすべてカバーされることになる． 

そして，仮に当初想定した感染者数より少なかった場

合，それは当初想定した新型コロナウイルスの外部不経

済的費用が低かったという意味であることから，課徴金

収入の超過分は鉄道利用者に返金されることになる．個

別に返金することは困難であったとしても，次期に徴収

する課徴金水準を，返金額に相当する分だけ下げること

により十分調整可能であると考えられる． 

これらのことは，課徴金を賦課する際は感染者数を想

定して課徴金水準を設定するものの，人々が新型コロナ

ウイルスに対する感染対策をしっかり行うことによって

感染が拡大しなければ，その分課徴金負担額が軽減され

ることを意味する．その結果，皆が感染対策への努力を

行うようになると期待できる．すなわち，本課徴金制度

は人々の感染対策に対するインセンティブにもなるとい

える． 

 

 

4.  移動に対する課徴金政策導入の影響評価 

 

 2.では，東京都の鉄道利用者数と新型コロナ感染者数

から，東京都の鉄道利用に対して 0.53 円/km 追加料金を

課すことによって，新型コロナ感染者の治療費に相当す

る課徴金収入の得られることを明らかにした．その課徴

金収入が新型コロナ感染者の治療費に充てられるという

考え方に基づき，本章では SCGEモデルを用いて全国を

対象とした推計を行う． 

表-2 推計結果 

 

 

 

図-3 間接税と税収の関係 

 

全国の感染者数(人) 81690

総治療費(億円) 408.45

間接税増加率(％) 0.00092

政府の税収(億円) 408.74

y = 445203x - 0.846
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2020 年 9 月 27 日までの日本全国の新型コロナ感染者

数は 81,690人であった．ここでも 1人あたりの治療費を

500,000円と仮定すると，総額は 408億円となる．政府の

税収を新型コロナ感染拡大前から 408億円増加させるよ

うな間接税率を SCGEモデルの繰り返し均衡計算によっ

て算出した．間接税率と税収の関係を図-3に示す．その

結果，鉄道旅客の間接税率を 0.00092％分増加させれば

良いことが明らかになった．この推計は，鉄道料金にピ

グー税として0.00092%を上乗せすることで，上乗せされ

たピグー税から得られる税収で，新型コロナ感染者の医

療費をカバーできることを示す． 

次に，東京都のみを対象として算出した課徴金水準と，

全国を対象として算出した課徴金水準を比較する．2.で

述べた 0.53 円/km という課徴金水準は，首都圏の鉄道運

賃が 15 円/kmだと仮定すると，これの 0.0353%に相当す

る．全国を対象に導出された課徴金水準0.00092%増は，

単純な比較はできないもののそれよりかなり低い．これ

は，東京都内での新型コロナ感染者数が他県と比べて多

く，本来であれば鉄道利用者の負担する金額が高くなる

ことが理由として考えられる．東京都の新型コロナ感染

者数は 2020年 9月 27日時点で 25,257人であり，全国の

感染者数 81,690人の 30.9%にあたる． そのため，全国一

律で課徴金を算出した場合は0.00092%増と低いものの，

東京都のみを対象とした場合は，それが 0.0353%増まで

上昇する結果になったものといえる． 

 

 

5.  外出自粛の経済損失評価 

 

続いて，4月 7日から 5月 25日までの外出自粛がもた

らした経済損失を SCGEモデルを用いて推計する．その

方法は，前章の課徴金をさらに上昇させて，自粛に伴う

鉄道利用水準を求め，そのときの経済損失を便益の概念

に基づき推計することにした． 

図-4には運輸部門の産業活動指数の推移 9)を示した． 

表-3 推計結果 

 

 

これより，鉄道旅客運輸企業の生産水準は，2020 年の 5

月には 2015年比で 43.7%減少していることがわかる．そ

こで，鉄道旅客運輸が 43.7%減少したときの経済損失を

推計する．推計結果を表-3に示す．鉄道旅客生産量を，

6,882,541 から 43.7%減少させ 3,870,778 となるとき，便益

は年間で-2.29 兆円であると推計された． 年間で 2.29 兆

円の経済損失は，鉄道利用者の減少に伴う運賃収入の減

少や，鉄道利用者が移動先で買い物等を行うことで生み

出す付加価値の減少などによって発生する． 

 

 

6.  まとめ 

 

 本研究では，新型コロナ感染症の対策について，経済

と感染抑制との最適なバランスを達成するための課徴金

水準をピグー税の考え方に基づき導出した．その結果，

東京都のみを対象に課徴金を検討した場合，1km あたり

の運賃 15 円に 0.0353%を上乗せし，全国を対象とした推

計では，1 人あたりに 0.00092%を上乗せすることで，新

型コロナ感染者の治療費を負担する分の収入を得られる

ことが明らかになった． 

そして，次に4月7日から5月 25日までの外出自粛の

もたらした経済損失の推計も行い，年間で2.29兆円との

結果を得た．このうち，課徴金水準の計測においては，

東京都における推計結果と全国における推計結果では課

徴金水準に大きな差が生じた．地域における感染者数や

鉄道利用者数の違いがこれらの差を生むと考えられるこ

とから，地域ごとに課徴金の増加額を検討する必要があ

る．今後は，地域ごとに異なる適切な課徴金水準の検討

鉄道旅客生産量

減少率(%) -43.76

便益(兆円) -2.29

 
図-4 産業活動指数（運輸部門） 
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を行い，より細かい課徴金水準の導出を行う．また，新

型コロナ感染拡大により変化した，従来とは異なる経済

動向も考慮して経済損失額の算出を行っていく． 
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